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 [３]「行政」「インフラ」が変わる 

１．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命） 
 

②法人向けワンストップサービスの実現 

・世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライ

ン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとともに、

定期的に取組状況を検証し、平成 33 年度目途で見直しを行い、必要

な措置を講ずる。 

－マイナポータルを活用した法人設立手続のオンライン・ワンストッ

プ化に向けて、技術的検討と準備を開始し、登記後の手続のワンス

トップ化は来年度中、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワン

ストップ化は平成 32年度中に実現する。 

－オンラインによる法人設立登記の 24 時間以内の処理及び世界最高

水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化の来年度中

の実現に向け、法務省は本年度実施予定の登記情報システム更改で

業務効率化施策を実施するとともに、登記の審査の効率化等につい

て本年度中に対応策の結論を得る。 

－株式会社の設立手続に関し、一定の条件の下、本年度中にテレビ電

話等による定款認証を可能とし、平成 32 年度中に、定款認証及び

設立登記のオンライン同時申請を対象に、24時間以内に設立登記が

完了する取組を全国実施する。今後とも、より効果的かつ効率的な

定款認証手続の実現及び利便性の向上に努める。 

－法人設立登記における印鑑届出の任意化の平成 32 年度中の実現に

向けて、法務省は来年中の商業登記法改正に向けて取り組むととも

に、商業登記電子証明書の普及促進も含めて、システム改修等の実

施に必要な準備を進める。 
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ⅵ）世界で一番企業が活動しやすい国の実現 

 ①裁判手続等の IT 化の推進 

司法府による自律的判断を尊重しつつ、民事訴訟に関する裁判手続等

の全面 IT化の実現を目指すこととし、以下の取組を段階的に行う。 

・まずは、現行法の下で、来年度から、司法府には、ウェブ会議等を積

極的に活用する争点整理等の試行・運用を開始し、関係者の利便性向

上とともに争点整理等の充実を図ることを期待する。 

・次に、所要の法整備を行い、関係者の出頭を要しない口頭弁論期日等

を実現することとし、平成 34 年度頃からの新たな制度の開始を目指

し、法務省は、来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて速やか

に検討･準備を行う。司法府には新たな制度の実現を目指した迅速な

取組を期待し、行政府は必要な措置を講ずる。 

・更に、所要の法整備及びシステム構築等の環境整備を行い、オンライ

ンでの申立て等を実現することとし、法務省は、必要な法整備の実現

に向け、来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて速やかに検討・

準備を行う。 

・また、法務省は、オンラインでの申立て等の実現に向けたスケジュー

ルについて、司法府の環境整備に向けた検討・取組を踏まえた上で、

来年度中に検討を行う。 

 


	[３]「行政」「インフラ」が変わる
	１．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命）

